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第３次古河市男女共同参画プランについて 

 

１　プランの趣旨 

　　平成 29 年に策定した「第２次古河市男女共同参画プラン」の計画期間が

終了することに伴い、これまでの市の取組を検証し、市民の意識や社会情

勢の変化等をとらえるとともに、新たな課題への取組を進めていくために、

「第３次古河市男女共同参画プラン」を策定するものです。 

　　 

２　プランの期間 

　令和７年度から令和 11 年度までの５年間 

 

３　プランの概要 

　　女性の社会参画拡大や活躍に向け、また、あらゆる分野で多様性を尊重

し、性別にかかわらず、誰もが個々の能力を発揮できるダイバーシティ社

会の実現に取り組むため、下記のとおり、３つの基本目標を設けました。 

 

　　基本目標Ⅰ　互いの人権の尊重と男女共同参画の意識の醸成  

　　基本目標Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスと女性活躍の推進  

　　基本目標Ⅲ　ダイバーシティ社会の実現に向けた環境の整備  

 

上記の基本目標を基に、担当部署ごとに取組事業及び指標項目を設定し、

毎年度、取組事業等の進捗管理・評価を実施します。 

 

４　配布資料 

　　「第３次古河市男女共同参画プラン（概要版）」　 電子データ 

　　「第３次古河市男女共同参画プラン」　　　　　　電子データ


